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五
月
一
日
、
新
た
な
一
〇
カ
国
を
加
え
て
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
は
二
五
カ
国
体

制
へ
と
拡
大
し
た
。
歴
史
的
・
文
化
的
多
様
性
、
地
理
的
広
が
り
、
人
口
の
ど
れ
を

と
っ
て
も
先
例
の
な
い
地
域
統
合
の
規
模
で
あ
る
。
一
方
、
以
前
か
ら
西
欧
と
の
結

び
つ
き
の
強
い
地
中
海
の
島
国
キ
プ
ロ
ス
、
マ
ル
タ
を
別
と
す
れ
ば
、
他
の
八
カ
国

は
い
ず
れ
も
旧
社
会
主
義
圏
で
あ
る
東
欧
諸
国
。
こ
れ
ま
で
西
欧
諸
国
の
集
ま
り
と

見
ら
れ
て
き
た
Ｅ
Ｕ
が
、
第
五
次
拡
大
を
機
に
大
き
な
歴
史
の
転
換
点
に
立
っ
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
国
民
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
比
較
す
る
と
新
旧
加
盟
国
間

の
経
済
格
差
は
依
然
と
し
て
大
き
く
、
こ
う
し
た
格
差
を
背
景
に
、
大
き
な
人
の
移

動
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
旧
加
盟
国
は
懸
念
さ
れ
る
労
働
者
の
大
量
流
入
に
ど

う
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
Ｅ
Ｕ
域
内
の
労
働
者
の
移
動
に
焦
点
を
当
て
、

各
国
の
対
応
を
探
る
。 

労働者の自由移動に 
最長7年の移行措置 
―拡大EU― 
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五
月
に
一
〇
カ
国
を
加
え
て
第
五
次
拡
大

を
果
た
し
た
Ｅ
Ｕ
は
、
人
口
約
四
億
六
〇
〇

〇
万
人
、
域
内
Ｇ
Ｄ
Ｐ
約
一
〇
兆
ド
ル
の
巨

大
単
一
市
場
の
実
現
に
向
け
て
、
新
た
な
ス

タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
「
人
、
サ
ー
ビ
ス
、
資

本
、
財
の
自
由
移
動
」
は
、
Ｅ
Ｕ
単
一
市
場

の
基
本
理
念
。
し
か
し
、
新
旧
加
盟
国
間
の

所
得
格
差
、
労
働
者
の
大
量
流
入
へ
の
懸
念

等
を
背
景
に
、
労
働
市
場
の
完
全
自
由
化
に

向
け
て
は
、
移
行
措
置
が
導
入
さ
れ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
就
学
や
滞
在
目
的
の
移
動
は
た

だ
ち
に
可
能
に
な
る
も
の
の
、
就
労
を
目
的

と
す
る
労
働
者
の
移
動
は
、
最
長
七
年
制
限

さ
れ
、
完
全
な
自
由
移
動
の
実
現
は
二
〇
一

一
年
と
な
る
運
び
だ
。 

 

加
盟
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
た
移
行
措
置
に

よ
る
と
、
拡
大
当
初
二
年
間
の
既
存
加
盟
国

の
労
働
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
、

既
存
加
盟
国
の
個
別
措
置
及
び
政
策
も
し
く

は
二
国
間
協
定
に
従
う
。
各
国
の
具
体
的
な

措
置
は
、
段
階
的
市
場
開
放
、
労
働
市
場
へ

の
深
刻
な
影
響
が
見
ら
れ
る
場
合
に
制
限
を

設
け
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
条
項
の
導
入
、
受
け
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入
れ
枠
を
制
限
す
る
定
数
ク
オ
ー
タ
制
度
の

導
入
等
さ
ま
ざ
ま
だ
。
当
初
二
年
経
過
後
に

レ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
、
既
存
加
盟
国
の
判
断

で
、
さ
ら
に
三
年
を
限
度
と
す
る
移
行
措
置

の
延
長
が
認
め
ら
れ
る
。
拡
大
後
五
年
間
の

措
置
は
、
既
存
加
盟
国
の
決
定
に
委
ね
ら
れ

る
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
に
な
る
。
た
だ
し
、

五
年
を
経
過
し
た
後
で
も
、
「
労
働
市
場
に

深
刻
な
影
響
が
あ
る
」
と
の
事
実
が
客
観
的

に
認
め
ら
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
二
年
の
延
長
申

請
が
可
能
。
経
過
措
置
の
期
間
は
、
最
長
七

年
と
い
う
計
算
と
な
る
。
な
お
、
移
行
措
置

の
導
入
に
あ
た
っ
て
既
存
加
盟
国
は
、
加
盟

条
約
締
結
時
点
よ
り
労
働
市
場
を
制
限
的
に

で
き
な
い
（
い
わ
ゆ
る
「
停
止
条
項
」
の
適

用
）
ほ
か
、
域
内
労
働
者
と
な
る
新
規
加
盟

国
の
労
働
者
を
域
外
労
働
者
よ
り
優
遇
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

移
行
措
置
の
対
象
と
な
る
新
規
加
盟
国
は

、

チ
ェ
コ
共
和
国
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、

エ
ス
ト
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
の
八
カ
国
。
キ

プ
ロ
ス
と
マ
ル
タ
に
つ
い
て
は
、
加
盟
と
同

時
に
自
由
移
動
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

対
象
と
な
る
の
は
、
既
存
加
盟
国
に
お
け
る

雇
用
契
約
を
有
す
る
労
働
者
で
、
学
生
や
、

自
営
業
者
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
の
建

設
業
に
従
事
す
る
者
は
除
く
）
、
Ｅ
Ｕ
拡
大

時
点
に
既
に
既
存
加
盟
国
で
合
法
的
に
就
労

す
る
労
働
者
は
、
対
象
外
と
な
る
。 

   

流
入
制
限

に
動
く
既
加
盟
諸
国 

 

各
国
の
対
応
に
目
を
移
す
と
、
大
量
な
労

働
者
流
入
を
懸
念
す
る
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
当
初
は
労
働
市

場
開
放
の
ス
タ
ン
ス
だ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
、
デ

ン
マ
ー
ク
も
制
限
措
置
を
導
入
。
最
近
で
は
、

労
働
市
場
は
自
由
化
す
る
方
針
の
英
国
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
も
、
社
会
保
障
受
給
権
に
つ
い

て
は
制
限
す
る
意
向
だ
。
こ
う
し
た
動
き
は

新
規
加
盟
国
の
反
発
を
少
な
か
ら
ず
招
い
て

お
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
、
逆

に
既
存
加
盟
国
か
ら
の
労
働
力
流
入
を
制
限

す
る
措
置
を
導
入
す
る
方
針
を
示
し
て
い
る
。 

 

た
し
か
に
、
新
規
加
盟
国
の
国
民
一
人
あ

た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
既
存
一
五
各
国
平
均
の

四
七
％
に
過
ぎ
ず
、
失
業
率
も
二
倍
弱
と
、

極
め
て
高
い（
図
１
）。
ま
た
、
既
存
加
盟
国

に
お
け
る
、
半
移
民
政
策
を
掲
げ
る
政
党
の

優
勢
と
い
っ
た
世
論
も
大
き
く
影
響
し
て
い

る
。
だ
が
、
欧
州
委
員
会
が
ま
と
め
た
欧
州

統
計
局
な
ど
の
集
計
は
、
新
規
加
盟
国
か
ら

の
長
期
的
流
入
に
劇
的
な
変
化
は
な
く
、
Ｅ

Ｕ
一
五
カ
国
人
口
の
一
％
程
度
に
過
ぎ
な
い
、

と
の
予
測
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ド
イ

ツ
経
済
研
究
所（
Ｄ
Ｉ
Ｗ
）の
最
新
推
計
（
二

〇
〇
四
年
）
で
は
、
中
欧
・
東
欧
諸
国
（
ブ

ル
ガ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
含
む
）
か
ら
の
流

入
は
、
年
間
三
一
万
八
〇
〇
〇
人
か
ら
四
〇

万
人
程
度
、
向
こ
う
二
五
年
間
で
三
七
〇
万

人
程
度
だ
と
さ
れ
て
い
る（
図
２
）。
こ
の
う

ち
労
働
者
は
四
〇
％
に
満
た
な
い
。
経
済
的

に
も
、
貿
易
・
投
資
機
会
の
拡
大
等
の
プ
ラ

ス
効
果
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
経
過
措
置
は

無
意
味
、
あ
る
い
は
過
度
な
利
用
が
デ
メ
リ

ッ
ト
に
な
る
と
の
見
方
す
ら
あ
る
。 

 

欧
州
委
員
会
は
こ
う
し
た
全
体
の
流
入
の

定
量
的
把
握
に
加
え
、
国
・
地
域
・
産
業
に

応
じ
、
拡
大
に
よ
る
影
響
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。

国
別
で
流
入
の
集
中
が
予
測
さ
れ
る
の
は
、

現
時
点
で
六
割
の
流
入
を
吸
収
す
る
ド
イ
ツ

を
筆
頭
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
と

い
っ
た
主
要
国
。
地
域
的
に
は
、
国
境
付
近

の
労
働
者
の
流
入
、
越
境
通
勤
の
増
大
に
伴

う
地
域
の
活
性
化
が
予
測
さ
れ
る
。
周
辺
・

辺
境
地
域
の
活
性
化
に
よ
る
経
済
統
合
の
実

現
は
、
単
一
市
場
化
の
利
点
の
ひ
と
つ
だ
。

欧
州
委
員
会
は
、
居
住
地
を
自
国
に
構
え
た

ま
ま
で
の
「
通
勤
型
」
労
働
移
動
の
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
は
大
き
く
、
拡
大
に
よ
っ
て
、
労

働
力
の
一
％
か
ら
八
％
が
、
国
境
を
ま
た
が

る
通
勤
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

現
時
点
で
既
に
活
発
な
国
境
地
域
は
、
フ
ラ

ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
通
勤
者

が
約
三
割
に
も
及
ん
で
い
る
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

グ
だ
が
、
拡
大
後
は
、
国
境
を
挟
ん
で
人
口

密
度
の
高
い
、
ベ
ル
リ
ン（
ド
イ
ツ
）、
ス
チ

ェ
シ
ン（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）、ウ
ィ
ー
ン（
オ
ー
ス

ト
リ
ア
）、
ブ
ラ
チ
ス
ラ
バ（
ス
ロ
バ
キ
ア
）、

ド
レ
ス
デ
ン（
ド
イ
ツ
）等
が
活
性
化
す
る
見

通
し
だ
。
さ
ら
に
、
産
業
別
で
は
、
Ｉ
Ｔ
部

門
を
は
じ
め
人
手
不
足
が
深
刻
な
産
業
で
、

拡
大
に
よ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
顕
著
と
な
る

一
方
で
、
労
働
集
約
型
の
未
熟
練
部
門
で
は

競
争
が
激
化
す
る
見
込
み
。
経
過
期
間
中
に
、

十
分
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
提
供
と
並
行

し
て
、
単
一
労
働
市
場
を
徐
々
に
実
現
し
て

い
く
こ
と
が
課
題
と
な
る
。 

 

Ｅ
Ｕ
全
体
と
し
て
は
、
雇
用
戦
略
で
も

、

深
刻
な
高
齢
化
へ
の
対
応
策
の
ひ
と
つ
と
し

て
「
労
働
者
の
自
由
移
動
」
促
進
が
重
要
項

目
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
長
期
的
な
労
働
力
維
持
が
、

失
業
率
の
低
下
や
雇
用
率
の
向
上
等
の
政
策

だ
け
で
は
難
し
い
の
が
現
状
だ
。
二
〇
〇
〇 

図1　EU新加盟国の現状 
国名 人口 

（万人） 

キプロス 

チェコ 

エストニア 

ハンガリー 

ラドビア  

リトアニア 

マルタ 

ポーランド 

スロバキア 

スロベニア 

EU（15） 

拡大EU（25） 

80 

1025 

134 

992 

233 

347 

39 

3862 

540 

199 

38012 

45463

一人当りGDP 
（EU15＝100） 

77 

62 

40 

53 

35 

39 

69 

41 

47 

69 

100 

91

経済成長率 
（年平均、%） 

4.8 

1.5 

4.7 

3.3 

5.7 

2.7 

2.8 

5.3 

3.2 

3.9 

2.4 

-

失業率 
（%） 

4.4 

8.5 

9.2 

5.9 

10.7 

11.5 

9 

18.9 

16.6 

6.4 

8.1 

9.1

注： 人口、1人当りGDPは2002年、EU15カ国を100とした指数。失業率は2004年4月。 
出所： Eurostat
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年
の
国
連
の
推
計
に
よ
る
と
、
Ｅ
Ｕ
一
五
カ

国
の
現
状
の
人
口
規
模
を
維
持
す
る
に
は
、

一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
約
四

七
〇
〇
万
人
の
移
民
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら

に
、
高
齢
化
に
よ
る
就
業
人
口
の
減
少
を
加

味
す
る
と
、
一
五
〜
六
四
歳
層
で
は
約
七
九

〇
〇
万
人
（
年
間
一
四
〇
万
人
）
も
の
補
充

移
民
の
必
要
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
人
口
動
態
に
か
ん
が
み
る
と
、

移
行
期
間
導
入
に
よ
り
形
式
的
・
一
時
的
な

緩
和
措
置
は
講
じ
る
も
の
の
、
拡
大
に
伴
う

域
内
労
働
市
場
の
統
合
は
、
Ｅ
Ｕ
に
不
可
欠

な
政
策
的
選
択
と
い
え
る
。
労
働
市
場
自
由

化
の
マ
イ
ナ
ス
影
響
が
最
小
限
だ
と
す
る
と
、

経
過
措
置
期
間
を
短
縮
す
る
な
ど
各
国
の
積

極
的
な
政
策
変
更
も
あ
り
う
る
。
「
労
働
者

の
自
由
移
動
」
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
従
来

の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
不
法
な
流
入
は
、
合

法
的
な
ス
キ
ー

ム
に
組
み
込
ま

れ
る
こ
と
に
な

る
。
政
策
的
に

意
味
深
い
の
は
、

Ｅ
Ｕ
が
、
拡
大

と
い
う
プ
ロ
セ

ス
を
通
じ
て
、

今
後
不
可
欠
と

な
る
労
働
者
の

移
動
や
移
民
の

動
き
を
、
厳
格

な
規
制
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
、
各
国
の
協

調
に
も
と
づ
く

秩
序
あ
る
流
入

管
理
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
へ
と

徐
々
に
シ
フ
ト

し
て
い
る
点
だ
。 

（
国
際
研
究
部 

戎
居
皆
和
） 
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Ｅ
Ｕ
諸
国
の
中
で
も
、
外
国
人
に
対
す
る

保
護
が
手
厚
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
英
国
。

し
か
し
、
最
近
こ
う
し
た
対
応
に
変
化
が
現

れ
て
い
る
。
政
府
は
今
年
二
月
、
雇
用
面
で

一
定
の
規
制
を
導
入
し
た
他
の
加
盟
国
と
同

様
に
、
新
規
加
盟
国
か
ら
の
労
働
者
の
社
会

保
障
に
制
限
を
加
え
る
と
す
る
規
制
策
を
発

表
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
外
国
人
に
対
し
て
も

「
社
会
的
公
平
」
を
標
榜
し
て
き
た
英
国
だ

が
、
Ｅ
Ｕ
拡
大
を
機
に
、
外
国
人
受
け
入
れ

を
め
ぐ
る
議
論
は
今
国
民
の
大
き
な
関
心
事

と
な
っ
て
い
る
。 

  

「
寛
容
」で
あ
っ
た
受
け
入
れ
政
策
に
変
化 

 

新
規
加
盟
一
〇
カ
国
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
諸
国

の
対
応
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
が
雇
用
面
で
何

ら
か
の
規
制
導
入
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
人

の
出
入
り
が
完
全
に
自
由
化
さ
れ
る
の
は
ま

だ
大
分
先
の
こ
と
と
な
り
そ
う
だ
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
は
こ
の
例
外
が
英
国
と
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
「
社
会
的
公

平
」
を
標
榜
し
て
き
た
英
国
に
と
っ
て
、
一

旦
受
け
入
れ
た
外
国
人
は
公
平
に
扱
う
べ
き

と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
政
策
方
針
で
あ
る
。

英
国
が
仮
に
も
外
国
人
に
対
す
る
政
策
を
「
寛

容
な
」
と
い
う
言
葉
で
形
容
さ
れ
て
き
た
所

以
は
、
例
え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｓ
（N

ational H
ealth 

System

）
と
呼
ば
れ
る
医
療
シ
ス
テ
ム
が
、

基
本
的
に
誰
に
対
し
て
も
無
料
で
あ
る
な
ど
、

外
国
人
も
同
じ
社
会
保
障
を
受
け
ら
れ
る
と

い
う
点
に
あ
っ
た
。
公
立
の
幼
稚
園
や
学
校

も
無
料
で
、
児
童
手
当
や
低
所
得
者
に
対
す

る
援
助
金
も
あ
る
。
ま
た
、
難
民
に
つ
い
て

も
申
請
さ
え
受
理
さ
れ
れ
ば
、
住
居
、
生
活

費
も
す
べ
て
与
え
ら
れ
る
と
う
い
う
英
国
は
、

渡
航
の
最
終
目
的
地
と
し
て
の
魅
力
を
十
分

に
兼
ね
備
え
て
い
た
と
言
え
る
。
五
月
一
日

の
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
際
し
、
早
々
と
移
行
措
置
を

決
定
し
た
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
対
照

的
に
、
労
働
市
場
を
完
全
に
開
放
す
る
と
し

て
い
た
英
国
は
、
渡
航
先
と

し
て
依
然
高
い
人
気
を
保
っ

て
い
た
。
し
か
し
変
化
の
兆

候
が
現
れ
た
の
は
直
前
の
二

月
二
三
日
。
政
府
は
、
新
規

加
盟
国
か
ら
の
労
働
者
を
対

象
に
、
最
低
二
年
間
は
社
会

保
障
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な

い
と
す
る
規
制
策
を
発
表
す

る
。
就
労
の
自
由
を
認
め
つ

つ
も
、
社
会
保
障
制
度
の
適

用
に
お
い
て
制
限
を
加
え
る
と
い
う
方
針
へ

の
転
換
で
あ
っ
た
。 

  

新
規
加
盟
国

か
ら
の
労
働
者
受
け
入
れ
開
始 

 

五
月
一
日
以
降
、
キ
プ
ロ
ス
と
マ
ル
タ
以

外
の
新
規
加
盟
国
か
ら
の
労
働
者
が
被
雇
用

者
と
し
て
一
カ
月
以
上
働
く
場
合
は
、
内
務

省
所
管
の
「
労
働
者
登
録
計
画
（T

he 
W

orker Registration Schem
e

）」
に
よ
っ

て
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

新
規
加
盟
国
か
ら
の
労
働
者
は
、
仕
事
を
始

め
て
一
カ
月
以
内
に
登
録
申
請
を
行
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
職
を
変
え
る
場
合
に
は
、

再
度
の
申
請
が
必
要
と
さ
れ
る
。
一
二
カ
月

の
間
、
合
法
的
に
就
労
し
た
労
働
者
に
は
欧

州
経
済
領
域（
Ｅ
Ｅ
Ａ
）在
住
許
可
証
が
付
与

さ
れ
、
移
動
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か「
労

働
者
登
録
計
画
」
の
管
理
対
象
者
か
ら
外
れ

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
社
会
保
障
番
号

を
取
得
す
る
に
は
、
最
寄
り
の
公
共
職
業
安

定
所
に
お
い
て
面
接
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
イ
ギ
リ

ス
労
働
組
合
会
議（
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）は
、
新
規
加
盟

国
か
ら
の
労
働
者
向
け
に"W

orking in the 
U
K
 : Your rights at w

ork"

（
英
国
で
働
く

際
の
あ
な
た
の
権
利
）
と
題
す
る
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
を
各
国
言
語
で
作
成
し
、
法
的
権
利
に

関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。 

  

新
規
加
盟
国

か
ら
の 

　
労
働
者
流
入
に
対
す
る
反
応 

 

今
回
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
伴
う
労
働
者
の
流
入

に
対
し
て
は
、
英
国
内
で
も
多
数
の
研
究
、

試
算
が
実
施
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
悲
観

的
、
楽
観
的
様
々
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

新
規
加
盟
の
中
・
東
欧
諸
国
と
は
地
理
的
に

離
れ
て
お
り
、
ま
た
失
業
率
も
過
去
最
低
の

水
準
に
あ
る
た
め
、
特
段
の
移
行
措
置
が
取

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
極
端
な
排
斥

運
動
な
ど
は
今
の
と
こ
ろ
起
こ
っ
て
い
な
い
。 

 

今
回
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
よ
っ
て
経
済
的
に
プ

ラ
ス
の
効
果
が
見
込
ま
れ
る
と
す
る
論
拠
の

う
ち
、
最
も
説
得
力
が
あ
り
、
か
つ
実
際
に

期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
、
労
働
力
不
足
解
消

で
あ
る
。
内
務
省
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
大
臣
が
「
鉛

管
工
と
小
児
科
医
を
歓
迎
す
る
」
と
述
べ
た

よ
う
に
、
医
療
、
教
育
、
建
設
等
の
分
野
で

は
約
五
〇
万
の
労
働
力
が
慢
性
的
に
不
足
し

て
お
り
、
高
い
需
要
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

政
府
は
こ
う
し
た
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
「
高

技
術
移
民
プ
ロ
グ
ラ
ム
（H

ighly Skilled 
M

igration Program
m

e

）」
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
、
高
技
能
者
の
確
保
に
か
な
り
積
極
的

で
あ
る
。
一
方
労
働
界
か
ら
は
、
か
つ
て
経

験
し
な
い
経
済
格
差
に
よ
り
英
国
内
の
賃
金

の
引
き
下
げ
圧
力
に
な
る
の
で
は
と
い
う
懸

念
の
声
も
あ
る
。 

 

総
じ
て
英
国
民
は
、
柔
軟
な
労
働
市
場
を

求
め
て
新
規
加
盟
国
か
ら
多
く
の
人
口
が
流

入
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
と
感
じ
て
い

る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
拡
大
の
前
後
に
み
る
国

内
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て

が
歓
迎
ム
ー
ド
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
大

衆
メ
デ
ィ
ア
が
中
・
東
欧
か
ら
の
労
働
者
を

指
し
て
、
「
充
実
し
た
社
会
保
障
制
度
を
頼

り
に
大
挙
し
て
や
っ
て
く
る
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ

ー
候
補
」
と
表
現
す
る
な
ど
、
セ
ン
セ
ー
シ

ョ
ナ
ル
な
報
道
も
散
見
さ
れ
る
。
一
方
、
欧

州
委
員
会
は
「
若
く
、
教
育
水
準
の
高
い
、 
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独
身
の
若
者
」
と
表
現
す
る
が
、
英
国
内
務

省
の
推
計
に
よ
れ
ば
新
規
加
盟
国
か
ら
の
流

入
数
は
最
高
で
も
年
間
一
万
三
〇
〇
〇
人
と

し
て
お
り
、
五
〇
万
の
労
働
力
不
足
を
解
消

す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。 

 

以
上
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
結
果
や

推
計
が
毎
日
の
よ
う
に
発
表
さ
れ
、
そ
こ
に

個
別
の
利
害
が
か
ら
む
主
張
が
な
さ
れ
る
た

め
に
、
国
民
世
論
は
複
雑
化
し
て
い
る
。
現

時
点
で
言
え
る
こ
と
は
、
一
九
七
一
年
の
移

民
法
改
正
以
来
、
海
外
か
ら
の
就
労
者
に
対

し
て
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
政
治
的
、
社
会

的
関
心
が
注
が
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

内
務
省
の
推
計
以
上
に
多
く
の
労
働
者
が
英

国
に
殺
到
し
た
場
合
は
、
英
国
は
方
針
を
転

換
し
、
移
行
措
置
に
よ
る
労
働
者
受
け
入
れ

制
限
を
実
施
す
る
の
か
な
ど
、
今
後
の
国
政

運
営
の
懸
案
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
。
「
移

民
を
ど
う
す
る
か
？
」
の
議
論
に
、
事
実
上

「
入
れ
な
い
」
と
い
う
選
択
肢
は
な
い
わ
け

だ
が
、
「
ど
う
や
っ
て
受
け
入
れ
る
か
」
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
国
民
の
大
き

な
感
心
を
集
め
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く

で
あ
ろ
う
。 

　
　
　
　 

（
国
際
研
究
部
　
淀
川
京
子
） 

　
今
年
五
月
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
後
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で

予
想
さ
れ
る
新
規
加
盟
国
か
ら
の
労
働
力
の

最
大
の
移
動
先
は
ド
イ
ツ
で
あ
る
。
ベ
ル
リ

ン
の
ド
イ
ツ
経
済
研
究
所
（
Ｄ
Ｉ
Ｗ
）
が
四

月
に
発
表
し
た
推
計
に
よ
る
と
、
域
内
自
由

移
動
実
現
後
お
よ
そ
二
〇
年
を
経
た
二
〇
三

〇
年
の
段
階
で
、
東
欧
の
新
規
加
盟
八
カ
国

に
加
盟
交
渉
が
進
ん
で
い
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ル
ー
マ
ニ
ア
を
加
え
た
一
〇
カ
国
か
ら
の
移

住
者
は
、
現
在
の
六
〇
万
人
か
ら
、
二
〇
〇

万
〜
二
八
〇
万
人
の
水
準
へ
と
増
加
す
る
と

い
う
。
移
住
者
の
約
半
数
が
就
業
者
と
見
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
外

国
人
労
働
問
題
」
の
観
点
か
ら
は
、
現
在
ト

ル
コ
出
身
者
が
約
一
八
八
万
人
存
在
し
て
い

る
（
二
〇
〇
三
年
末
時
点
）
現
状
を
見
て
も
、

関
心
は
、
現
在
の
Ｅ
Ｕ
領
域
の
さ
ら
に
東
側

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。 

　
今
回
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
が

当
面
講
じ
る
新
規
加
盟
国
か
ら
の
労
働
力
移

動
制
限
措
置
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
条
約
の
取
り
決

め
に
準
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
加
盟

か
ら
二
年
間
は
ド
イ
ツ
の
外
国
人
に
対
す
る

滞
在
・
就
労
等
の
規
定
を
適
用
す
る
②
次
の

三
年
間
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
国
内
労
働
市

場
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
労
働
力
の
流
入
制

限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
③
移
行
措
置
の
期

間
は
原
則
五
年
だ
が
、
労
働
市
場
へ
の
影
響

が
深
刻
な
場
合
は
さ
ら
に
二
年
間
延
長
で
き

る
―
―
と
な
っ
て
い
る
。 

　
一
方
、
新
規
加
盟
国
の
企
業
や
自
営
業
者

は
原
則
と
し
て
自
由
に
営
業
で
き
る
。
た
だ

し
、
建
設
業
と
ビ
ル
清
掃
な
ど
若
干
の
職
種

に
つ
い
て
は
、
労
働
力
移
動
の
制
限
措
置
同

様
、
最
長
七
年
間
の
移
行
期
間
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。 

　
新
規
加
盟
国
の
う
ち
、
労
働
力
の
送
り
出

し
国
と
し
て
は
、
と
く
に
東
欧
八
カ
国
（
ポ

ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ

バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
リ

ト
ア
ニ
ア
、
ラ
ト
ビ
ア
）
の
比
重
が
高
い
。

こ
れ
に
加
え
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ル
ー
マ
ニ
ア

は
、
〇
五
年
に
Ｅ
Ｕ
加
盟
条
約
を
締
結
す
る

予
定
で
、
準
備
が
整
え
ば
〇
七
年
一
月
に
も

加
盟
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
だ
。
Ｄ
Ｉ
Ｗ
は
、

以
上
の
東
欧
一
〇
カ
国
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
鉄

の
カ
ー
テ
ン
」
崩
壊
後
一
五
年
間
に
Ｅ
Ｕ
（
旧

加
盟
）
一
五
カ
国
に
移
り
住
ん
だ
人
が
一
〇

〇
万
人
に
の
ぼ
る
と
し
、
そ
の
う
ち
六
割
が

ド
イ
ツ
に
住
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

　
二
〇
一
〇
年
に
最
大
二
一
一
万
人 

　
Ｄ
Ｉ
Ｗ
は
こ
の
東
欧
一
〇
カ
国
か
ら
予
想

さ
れ
る
移
住
者
数
に
つ
い
て
、
標
準
シ
ナ
リ

オ
に
加
え
、
高
位
、
低
位
の
三
つ
の
推
計
を

示
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
六
〇
万
人

い
る
対
象
各
国
出
身
者
は
、
二
〇
一
〇
年
に

は
二
一
一
万
五
〇
〇
〇
人
（
高
位
）
、
一
八

四
万
二
〇
〇
〇
人
（
標
準
）
、
一
六
五
万
六

〇
〇
〇
人
（
低
位
）
と
な
る
。
こ
の
時
点
で

は
、
年
間
一
四
万
人
〜
九
万
二
〇
〇
〇
人
の

水
準
で
純
増
し
て
い
く
が
、
二
〇
一
五
年
に

は
年
間
四
万
八
〇
〇
〇
人
〜
二
万
六
〇
〇
〇

人
と
、
徐
々
に
数
は
減
っ
て
い
く
。
そ
し
て

二
〇
三
〇
年
に
、
標
準
シ
ナ
リ
オ
で
二
三
三

万
二
〇
〇
〇
人
（
高
位
二
七
八
万
四
〇
〇
〇

人
、
低
位
二
〇
一
万
一
〇
〇
〇
人
）
が
東
欧

各
国
出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
と
い
う
。 

　
Ｄ
Ｉ
Ｗ
は
こ
の
よ
う
な
推
計
に
基
づ
き
、

東
欧
諸
国
か
ら
の
労
働
力
移
動
に
つ
い
て
、

「
賃
金
お
よ
び
雇
用
面
で
は
わ
ず
か
な
影
響

し
か
及
ぼ
さ
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

現
在
の
労
働
市
場
と
雇
用
情
勢
と
い
う
視
点

で
は
な
く
、
今
後
数
十
年
間
の
高
齢
化
・
人

口
減
少
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
ド
イ
ツ
で

は
毎
年
二
〇
万
人
の
移
民
受
け
入
れ
が
必
要

で
あ
る
と
さ
れ
、
予
想
さ
れ
る
東
欧
各
国
か

ら
の
移
住
者
は
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
に
過

ぎ
な
い
。
Ｄ
Ｉ
Ｗ
は
同
時
に
、
東
欧
か
ら
の
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労
働
力
移
動
は
Ｅ
Ｕ
域
内
の
賃
金
・
福
祉
面

の
向
上
に
よ
い
影
響
を
及
ぼ
す
と
見
て
い
る
。 

　
ド
イ
ツ
の
労
働
市
場
に
つ
い
て
は
、
同
様

の
見
解
が
専
門
家
か
ら
出
て
い
る
。
ド
イ
ツ

銀
行
チ
ー
フ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
Ｎ
・
ヴ
ァ
ル

タ
ー
氏
は
、
今
回
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
後
、
当
面
東

欧
諸
国
か
ら
ド
イ
ツ
に
流
入
す
る
労
働
力
は

一
年
当
た
り
ド
イ
ツ
の
就
労
人
口
の
〇
・
五

％
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
ド
イ
ツ
が
若
く
職
業

資
格
を
持
っ
た
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
必
要

が
あ
る
と
指
摘
。
「
移
動
制
限
措
置
の
期
間

を
短
縮
し
、
労
働
市
場
を
速
や
か
に
開
放
す

べ
き
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
（
四
月
三
〇
日

付
デ
ィ
・
ヴ
ェ
ル
ト
紙
）
。 

　
ド
イ
ツ
で
は
六
月
一
七
日
、
外
国
か
ら
の

移
民
受
け
入
れ
に
関
す
る
新
法
の
内
容
に
つ

い
て
、
三
年
以
上
の
議
論
の
末
、
与
野
党
で

合
意
に
達
し
た
。
新
法
は
、
高
度
な
職
業
資

格
・
能
力
を
持
つ
労
働
力
の
受
け
入
れ
を
容

易
に
す
る
一
方
、
移
民
の
受
入
・
制
限
に
関

す
る
条
件
を
整
備
し
、
外
国
人
労
働
力
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

併
せ
て
テ
ロ
対
策
も
強
化
さ
れ
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
外
国
人
労
働
者
問
題
の
論
議

に
際
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
現
状
が
常
に
意
識

さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
統
計
局
が
示
す

二
〇
〇
三
年
末
の
国
別
外
国
人
数
は
、
ト
ル

コ
が
約
一
八
八
万
人
、
次
い
で
イ
タ
リ
ア
約

六
〇
万
人
、
ユ
ー
ゴ
（
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ

ネ
グ
ロ
市
民
）
約
五
七
万
人
と
続
い
て
お
り
、

上
位
一
二
カ
国
の
う
ち
新
規
加
盟
国
は
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
み
（
約
三
三
万
人
）
で
あ
る
（
別

図
）
。
Ｅ
Ｕ
拡
大
と
の
関
連
で
は
、
ト
ル
コ

の
Ｅ
Ｕ
加
盟
交
渉
（
今
年
十
二
月
の
欧
州
理

事
会
で
加
盟
交
渉
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
決

定
さ
れ
る
）
が
日
程
に
上
っ
た
段
階
以
降
に
、

再
度
議
論
が
高
ま
る
と
思
わ
れ
る
。 

（
国
際
研
究
部
　
主
任
調
査
員
・
吉
田
和
央
） 

　
今
回
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
よ
る
労
働
者
の
移
動

は
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
フ

ラ
ン
ス
の
見
方
で
あ
る
。La docum

enta-
tion francaise

（
政
府
の
審
議
会
報
告
書
や

統
計
資
料
、
論
文
集
な
ど
を
発
行
し
て
い
る

出
版
社
）
の
経
済
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
る

雑
誌
『problem

e econom
ique

』（
五
月
一

二
日
号
）
の
「
移
民
特
集
」
で
も
、「
Ｅ
Ｕ
拡

大
が
、
既
加
盟
Ｅ
Ｕ
諸
国
（
全
体
）
に
与
え

る
影
響
」
に
関
す
る
記
述
は
、
わ
ず
か
一
ペ

ー
ジ
弱
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
新
規
加
盟
国
は
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
地
理
・
言
語
・
歴
史
的
に
離

れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
近
接
し
て
い
る
ス

ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
加
盟
し
た
際
、
両

国
か
ら
の
実
際
の
労
働
者
の
移
動
は
極
め
て

穏
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、

こ
う
し
た
見
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う

だ
。
Ｅ
Ｕ
委
員
会
の
予
想
（
二
〇
〇
一
年
三

月
）
も
「
新
規
加
盟
国
か
ら
の
労
働
者
の
八

〇
％
が
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
向
か

う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
移

民
排
斥
を
掲
げ
る
極
右
の
候
補
が
大
善
戦
し

た
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
で
み
ら
れ
た
よ

う
に
、
国
民
の
間
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

高
ま
り
の
中
で
、
国
外
労
働
者
の
受
け
入
れ

に
寛
容
な
政
策
は
と
り
が
た
い
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
る
。 



国
外
労
働
に
関
す
る
世
論
の
動
向 

東
欧 
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五
月
か
ら
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
な
っ
た
中
東
欧

一
〇
カ
国
。
従
来
加
盟
国
の
多
く
は
こ
れ
ら

新
規
加
盟
国
か
ら
の
労
働
者
に
対
し
、
労
働

市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
移
行
措
置

を
講
じ
て
い
る
。
一
方
、
い
わ
ば
労
働
者
の

送
出
し
側
で
あ
る
東
欧
諸
国
に
お
い
て
も
、

他
の
加
盟
国
へ
の
移
民
が
ど
れ
く
ら
い
生
じ

る
か
が
大
き
な
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
一
部

の
国
で
は
、
国
民
が
国
外
労
働
に
ど
れ
く
ら

 

こ
う
し
た
な
か
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
新

規
加
盟
国
か
ら
の
人
的
移
動
の
自
由
を
段
階

的
に
認
め
る
方
針
を
発
表
し
た
。
国
内
労
働

市
場
を
保
護
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ

る
。
同
方
針
に
よ
る
と
、
新
規
加
盟
国
の
う

ち
賃
金
労
働
者
と
し
て
の
就
労
を
希
望
す
る

者
は
、
五
月
一
日
か
ら
二
年
間
、
原
則
的
に
、

従
来
通
り
Ｅ
Ｕ
域
外
出
身
者
と
同
じ
規
定
を

適
用
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
労
働
が
制
限
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
自
営
業
者
や
研
究
者
な
ど

に
対
し
て
は
、
同
日
以
降
、
そ
の
入
国
お
よ

び
事
業
開
始
等
、
就
業
の
自
由
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
期
間
終
了
と
な
る
二
年

後
の
二
〇
〇
六
年
に
は
、
こ
の
就
業
制
限
に

関
す
る
見
直
し
を
目
的
と
し
て
、
移
行
措
置

に
関
す
る
評
価
や
、
雇
用
環
境
、
そ
の
後
の

見
通
し
な
ど
の
調
査
が
全
国
規
模
で
行
わ
れ

る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
結
果
に
よ
っ

て
は
、
制
限
措
置
の
延
長
（
三
年
間
）
が
決

定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
労
働
力

不
足
の
深
刻
な
産
業
な
ど
に
つ
い
て
は
、
新

規
加
盟
国
か
ら
の
賃
金
労
働
者
の
受
け
入
れ

の
解
禁
や
、
全
国
規
模
で
の
移
行
措
置
の
適

用
の
停
止
な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
得
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
労
働
市
場
の

状
況
、
特
に
失
業
率
の
動
向
に
よ
り
、
二
年

後
の
措
置
の
詳
細
は
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
た
だ
し
、
雇
用
環
境
が
悪
化
し
た
場
合

で
も
、
新
規
加
盟
国
出
身
者
の
就
労
規
制
を

強
化
す
る
法
整
備
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
さ
れ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
予
定

し
て
い
る
移
行
期
間
は
、
あ
く
ま
で
五
年
間

で
あ
り
、
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
既
に

表
明
し
て
い
る
よ
う
な
期
間
の
延
長
（
二
年

間
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
検
討
さ

れ
て
い
な
い
。 

   

移
行
措
置

を
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
明
示 

 

こ
の
よ
う
な
新
規
加
盟
国
の
労
働
者
受
け

入
れ
に
関
す
る
移
行
措
置
に
つ
い
て
、
社
会

問
題
省
は
、『L'E

U
RO

PE
 SE

LA
RG

IT : 
com

m
ent la France accueillera les re-

ssortissants des nouveaux Etats m
em

-
bres ?

』（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
拡
大
す
〜
フ
ラ

ン
ス
は
、
ど
の
よ
う
に
新
規
加
盟
国
の
国
民

を
迎
え
る
か
〜
』）
と
題
す
る
手
引
き
を
発

表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
移
行
期
間
を
設

定
す
る
理
由
、
そ
の
長
さ
、
移
行
の
プ
ロ
セ

ス
等
の
移
行
措
置
内
容
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
別

に
詳
細
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、「
賃
金
労
働
者（
原
則
）」「
賃
金
労
働
者

（
例
外
）」「
自
営
業
者（
非
賃
金
労
働
者
を
意

味
し
、
主
に
個
人
事
業
主
や
自
由
業
者
）」

「
研
究
者
」「
医
療
関
係
者（
医
師
や
看
護
師
・

介
護
士
を
含
む
）」「
求
職
者
」
「
学
生
」
の

七
つ
に
設
定
さ
れ
、
賃
金
労
働
者
の
例
外
に

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
「
若
年
実
地
研
修
労
働

者（
研
修
生
）」「
季
節
労
働
者
」「
新
規
加
盟

国
の
サ
ー
ビ
ス
業
被
用
者
」
の
三
つ
に
分
け

ら
れ
て
い
る（
注
）。 

　
現
在
フ
ラ
ン
ス
は
、
厳
し
い
雇
用
情
勢
と

特
殊
な
人
口
動
態
の
な
か
に
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
失
業
率
は
、
依
然
と
し
て
高
く
、
求
職

者
は
二
〇
〇
万
人
以
上
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

た
め
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
雇
用
対
策
の

効
果
を
高
め
る
た
め
に
も
、
新
規
加
盟
国
か

ら
の
労
働
者
の
受
け
入
れ
は
、
労
働
市
場
の

変
化
を
見
極
め
な
が
ら
、
段
階
的
に
行
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

低
下
傾
向
が
続
い
て
い
た
出
生
率
も
、
二
〇

〇
〇
年
現
在
、
一
・
八
八
に
ま
で
回
復
し
、

他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
比
べ
高
い
水
準
を
維
持
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
後
、
労
働
市
場
に

多
く
の
若
年
者
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
さ
ら
に
、
就
業
率
の
低
い
（
Ｅ
Ｕ
諸

国
の
中
で
極
め
て
低
い
水
準
と
さ
れ
る
）
高

齢
者
も
、
労
働
力
の
供
給
源
と
な
り
得
る
潜

在
的
な
労
働
力
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な

い
。
こ
う
し
た
状
況
に
加
え
、
Ｅ
Ｕ
拡
大
後

の
労
働
者
の
移
動
が
極
め
て
不
透
明
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
、
労
働
者
の
受
入
れ
に
規
制

を
設
け
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
労
働
者
の

移
動
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
研
究
を
も
と
に

予
測
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
労
働

者
流
入
を
推
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で

あ
る
。
し
か
し
、
新
規
加
盟
国
の
国
民
の
間

で
、
生
活
・
所
得
水
準
の
高
い
他
国
へ
の
移

住
の
強
い
憧
れ
が
、
依
然
と
し
て
存
在
す
る

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
新
規
加

盟
国
か
ら
の
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
暫
定
的

に
制
限
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
背
景
に
は
、

こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
。 

 

人
的
移
動
の
自
由
に
つ
い
て
、
五
年
後
の

二
〇
〇
九
年
ま
で
の
完
全
実
施
を
目
指
す
フ

ラ
ン
ス
。
そ
の
実
現
に
は
、
国
内
の
労
働
市

場
の
状
況
、
特
に
失
業
率
の
動
向
が
大
き
な

カ
ギ
と
な
る
。 

 （
注
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
の
移
行
措
置
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
の
Ｈ
Ｐ

（http://w
w
w
.jil.go.jp/foreign/labor_system

/
2004_7/france_01.htm

〈
平
成
一
六
年
八
月
現
在
〉）

で
紹
介
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。 

　
　
　
　
　
（
国
際
研
究
部
　
町
田
敦
子
） 
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い
関
心
を
も
っ
て
い
る
か
、
世
論
調
査
が
行

わ
れ
て
い
る
。E

uropean E
m

ploym
ent 

observatory

（E
E
O

）
が
紹
介
す
る
そ
れ

ら
の
調
査
結
果
を
み
る
と
、
各
国
の
移
民
意

欲
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

移
民
労
働
へ
の
意
欲
は
、
各
国
の
経
済
・
雇

用
情
勢
と
大
き
く
関
係
す
る
。
以
下
で
は
、

失
業
率
の
レ
ベ
ル
の
異
な
る
三
つ
の
国
に
つ

い
て
、E

E
O

の
記
事
に
よ
り
世
論
の
動
向

を
み
る
こ
と
と
す
る
。 

  

【
ポ
ー
ラ
ン
ド
】 

　
若
者
の
半
数
が
国
外
労
働
に
意
欲 

 

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
失
業
率
は
新
規
加
盟
国
中

最
も
高
い
（
二
〇
〇
四
年
四
月
時
点
で
一
八
・

九
％
）
。
こ
の
国
で
今
年
の
三
月
に
行
わ
れ

た
世
論
調
査
の
結
果
、
回
答
者
の
三
二
％
が

他
の
加
盟
国
で
の
就
労
意
欲
を
持
っ
て
い
た

（
他
の
加
盟
国
で
積
極
的
に
仕
事
を
探
す
＝

一
八
％
、
特
別
の
仕
事
が
提
供
さ
れ
れ
ば
働

い
て
も
い
い
＝
一
四
％
）
。
移
民
へ
の
関
心

が
特
に
高
い
の
は
、
若
者
と
失
業
者
で
あ
っ

た
。
二
四
歳
以
下
の
回
答
者
の
ほ
ぼ
半
数
（
四

七
％
）
が
、
他
加
盟
国
で
の
仕
事
探
し
を
考

え
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
分
の
一
は
明
確
な

意
志
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
失
業
中
の
回
答

者
の
四
〇
％
が
、
他
加
盟
国
で
の
仕
事
探
し

を
考
え
て
お
り
、
そ
の
う
ち
や
は
り
四
分
の

一
は
明
確
な
意
志
を
持
っ
て

い
た
。 

 

希
望
す
る
行
き
先
は
、
ド

イ
ツ
（
三
六
％
）
と
英
国
（
一

七
％
）
で
過
半
数
を
占
め
て

い
た
。 
 

希
望
期
間
と
し
て
は
、
回

答
者
の
半
数
が
一
時
的
な
就

労
を
望
ん
で
い
た
（
一
年
以

内
＝
三
五
％
、
二
年
以
内
＝

一
五
％
）
。
し
か
し
、
相
当

の
長
期
に
わ
た
る
移
民
の
希

望
も
約
三
割
を
占
め
て
い
た

（
三
年
以
上
＝
一
一
％
、
ポ

ー
ラ
ン
ド
に
帰
ら
な
く
て
も

い
い
＝
一
七
％
）
。
残
り
の

二
割
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
住

み
な
が
ら
国
外
で
働
く
こ
と

を
望
ん
で
い
た
。 

 

過
去
数
年
間
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
は
他
加
盟
国
で
働
く
こ

と
へ
の
関
心
を
一
定
し
て
示

し
て
い
る
と
い
う
。 

 

  

【
ハ
ン
ガ
リ
ー
】 

　
国
外
労
働
の
希
望
は
労
働
者
の
二
％
以
下 

 

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
失
業
率
は
、
新
規
加
盟
国

の
中
で
み
る
と
相
対
的
に
低
い
（
同
　
五
・

九
％
）
。
こ
の
国
で
は
、
労
働
者
の
モ
ビ
リ

テ
ィ
が
低
い
た
め
、
大
量
の
国
外
移
住
が
生

じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
様
々

な
予
測
を
み
て
も
、
国
外
で
の
仕
事
探
し
を

考
え
て
い
る
労
働
者
は
全
体
（
約
四
〇
〇
万

人
）
の
一
〜
二
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
た

だ
し
若
者
、
高
学
歴
者
で
は
こ
の
割
合
が
高

く
な
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
賃
金
が
早
く
Ｅ
Ｕ

水
準
に
追
い
つ
か
な
け
れ
ば
、
有
資
格
者
た

ち
が
他
の
加
盟
国
に
吸
い
取
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。 

　
な
お
、
隣
国
の
ス
ロ
バ
キ
ア
は
、
新
規
加

盟
国
の
中
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
次
い
で
失
業

率
が
高
い
。
し
か
し
国
民
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
は

ハ
ン
ガ
リ
ー
と
同
様
に
低
く
、
や
は
り
住
居

の
移
動
を
伴
う
労
働
移
動
は
少
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。 

  

【
エ
ス
ト
ニ
ア
】 

　
国
外
労
働
の
意
欲
は
低
下 

 

エ
ス
ト
ニ
ア
の
失
業
率
は
、
従
来
加
盟
国

一
五
か
国
の
平
均
と
比
較
的
近
い
水
準
に
あ

る
（
同
九
・
二
％
）
。
こ
の
国
で
二
〇
〇
三

年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
世
論
調
査
の
結
果
で

は
、
他
加
盟
国
で
の
労
働
意
欲
は
低
下
し
て

い
る
と
い
う
。 

 

明
確
か
つ
一
貫
し
て
国
外
で
働
く
意
志
が

あ
る
者
は
約
三
％
で
あ
っ
た
。
国
外
で
の
働

き
方
と
し
て
は
一
時
的
な
働
き
方
（
数
カ
月

単
位
、
あ
る
い
は
時
々
）
が
好
ま
れ
て
お
り
、

永
続
的
に
国
外
で
働
き
た
い
と
い
う
者
は
八

％
で
あ
る
。
男
性
、
若
者
で
は
国
外
労
働
の

希
望
が
特
に
高
い
。
国
外
労
働
の
主
な
動
機

は
、
よ
り
高
い
賃
金
で
あ
る
。
行
き
先
の
希

望
と
し
て
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
、
英

国
の
順
で
多
い
。
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
仕
事
と
同
等
以
上
の
仕
事
、
行
き
先

国
の
住
民
に
匹
敵
す
る
賃
金
と
い
う
希
望
が

六
割
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
資
格

要
件
の
少
な
い
仕
事
、
よ
り
低
い
賃
金
で
も

い
い
と
す
る
回
答
も
四
割
に
上
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
エ
ス
ト
ニ
ア
で
も
、
国
外
労

働
の
希
望
者
の
中
心
層
は
若
者
で
あ
る
。
全

体
と
し
て
は
労
働
目
的
で
国
外
に
移
動
す
る

者
の
数
は
相
対
的
に
少
な
く
、
労
働
市
場
に

問
題
が
生
じ
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。 

 

な
お
、
隣
国
の
ラ
ト
ビ
ア
は
失
業
率
は
エ

ス
ト
ニ
ア
よ
り
高
い
（
同
一
〇
・
七
％
）
が
、

国
外
移
住
者
数
の
減
少
が
続
い
て
い
る
。
二

〇
〇
三
年
は
約
二
二
〇
〇
人
で
あ
っ
た
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
調
査

か
ら
は
、
潜
在
的
な
移
民
の
可
能
性
は
よ
り

大
き
い
と
示
唆
さ
れ
、
推
計
で
は
八
万
人
を

上
回
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ラ
ト
ビ
ア
の
就
業

者
数
（
約
一
〇
〇
万
人
）
の
八
％
以
上
と
い

う
こ
と
に
な
る
。 

   

以
上
の
調
査
結
果
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ

ぞ
れ
の
国
民
が
国
外
労
働
に
ど
れ
く
ら
い
関

心
を
持
っ
て
い
る
か
を
示
す
、
デ
ー
タ
の
一

つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
が
ど
こ
ま
で
現
実

の
も
の
と
な
る
か
は
、
今
後
の
労
働
市
場
の

発
展
や
、
経
済
格
差
が
ど
こ
ま
で
解
消
さ
れ

る
か
等
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。 
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